
はじめに

こども基本法が施行されて 2年（発表当時）、
子どもの声を聴く大切さは、ある程度理解され
るようになってきたように思います。同時に、
案件規模も拡大しており、行政職員が専門家の
意見を聴きながら直接ヒアリングを実施するの
ではなく、委託事業者が間に入るケースが増え
ています。いわゆる非営利団体レベルでは応札
できない規模の案件も多く、コンサルティング
会社や他業種の企業など、子どもの権利の理解
が不十分な営利企業が受託し、再委託・再再委
託という形で人材派遣のように対応することも
増えています。
一般社団法人 TOKYO PLAYでは、2010年度に

東京都福祉保健局の委託事業で子どもの意見聴
取をさせていただいたのを皮切りに、その後も
様々な自治体で子どもの声を聴かせてもらって
きました。よりよい意見聴取・意見反映のあり
方について、専門家のみなさんと一緒に考えて
いきたく、発表の機会をいただきました。

委託事業者の役割・意義

子どもの居場所におけるアウトリーチ型ヒア
リングに委託事業者が入る場合、多くの場合は
次のような構図になろうかと思います。

では「子どもの居場所で子どもの声を 20名分
聴きたい」と言われたとき、どのような役割や
工数を想起するでしょうか？ 5名のヒアリング
を 4回行い、各 2名のスタッフを配置するから 8

人日、という計算をしていないでしょうか？
　委託事業者の仕事は、人材派遣ではありま

せん。子どもの最善の利益を考えて活動する行
政の水先案内人であり、伴走者です。また、子
どもの声の翻訳者であり、その声を実際に行政
施策として反映してもらうための交渉人です。
具体的にどんな仕事があるかを相手ごとに次の
ようにまとめてみました。
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このようにヒアリング準備だけで何人日分もの
工数がかかります。しかしこの段取りをしっか
りおこなうことで、関係者間の意識が揃い、本
質的な意味で子どもの声を聴き、反映していく
土壌が形成されます。

聴いた声をどのように扱うかも非常に大切で
す。ただ多く聞こえてきた単語を多数決的に扱
うのではなく、声の奥にどんな願いがあるかを
汲み取ること、その願いを行政が受け取れる形
に翻訳することが大切です。

もちろん子どもたちにフィードバックもして
います。「完璧」がなく、エネルギーも必要な仕
事ですが、諦めずに関係者間のコミュニケーショ
ンを続けることで、子どもの声を聴く土壌が豊
かになっていくのだと信じています。
一方で、現在子ども分野の入札は価格競争が
激しく、企業体力がある会社ほど、実績づくり
のために無謀な価格勝負を挑んでいるようです。
まじめに子どもの権利を考え取り組もうとする
事業者が、結果的に排除されてしまう構図は、
非常に危険だと感じています。

声が自ずと聞こえてくる生態系

以前私は企業の人材戦略室にて、若手社員お

よび関係者へのヒアリングをおこなっていまし
た。いくつもの部門をまわるなかで「声が自ず
と聞こえてくる部門」とそうでない部門がある
ことに気づきました。端的に言うと、日常的に
若手社員の挑戦を先輩社員が応援したり、つま
づいたときに相談に乗ったりしている部門では、
敢えてヒアリングという形を取らずとも、若手
社員の声（アクション含む）が様々な形で聞こ
えていました。
一方で、どれだけ丁寧にヒアリングを試み
ても、中々本音めいたものが聞こえてこない
部門もありました。後からデータを確認する
と、20代でメンタルダウンされる方が相次いだ
部門でした。何かしら、若手社員を取り巻く生
態系が破壊されていた可能性が高いでしょう。 

これを自治体に置き換えてみると、どのよう
なことが言えるでしょうか？意見聴取事業だけ
に一生懸命になっていないでしょうか？私が大
切だと考えるのは、日常のなかで子どもを取り
巻く人たちが声や表現をしっかり受け止めるこ
と、困りごとがあれば然るべき人にに本音で相
談できることです。私はこれを「声が自ずと聞
こえてくる生態系」と名づけました。

以下はあくまで参考例ですが、このように具
体的に関係者を整理してみること、またその関
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係者間のコミュニケーションが活発になる方法
を考えることが重要です。

とくに近年、意見聴取が活発になっているが
故に、都内では子どもや施設の ” 聞かれ疲れ ” が
顕著です。ユースセンターでは「同じようなこ
とを毎週誰かが聞きにくる」と言われたことも
あります。これでは子どもの最善の利益にはつ
ながりません。個人が特定されない情報はビッ
グデータ化すること、行政が機関や部門を超え
て連携することなどを通じ、子どもの時間を奪
わずともおとなが子どものニーズを把握できる
仕組みを構築することが不可欠でしょう。
基礎的ニーズを踏まえて検討した案を、ユー

ザーの声を聴きながらさらに改善していく、と
いうのはサービス開発などでは当然のことです
が、同じような振る舞いが子どもに対しても求
められているのではないでしょうか。

最後に

子どもの意見聴取／政策反映は過渡期にあり
ます。モデルとなる事業もたくさん出てきてい
る今だからこそ、そもそも何のために声を聴く
のか、子どもの権利が保障される社会とはどの
ようなものか、問い直す必要があるのかもしれ
ません。
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